
1 　営業日 　月曜日～日曜日（1月1日～1月2日を除く）　9時30分～16時30分

2 　利用料金

668円　 443円　

788円　 454円　

913円　

1,038円　 1,824円　

1,165円　 3,672円　

41円　 244円　

61円　 41円　

41円　 　要支援１ 90円　

23円　 　要支援２ 179円　

8.0％　 8.0％　

660円　

150円　

100円　

50円　

3 　１日の流れ

4 　持ち物

☆初回利用に持ってきていただくもの ☆毎回持ってきていただくもの

　□高期高齢医療受給者証 　○連絡帳

　□介護保険者証 　○着替え(タオル不要）

　□身体障害者手帳 　○内履き

　□薬の情報票 　○歯ブラシ・歯磨き粉(コップ不要）

　○お薬

※持ち物には必ず記名をお願い致します。

5 　お願い

　　当施設では市からの指導のもと、食品の持込・金銭の受け渡し・他のご利用者への贈り物など、原則的に

　禁止しております。予めご了承ください。

　　以上ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

電話　０２５－３８８－１５２１　

　11:45 　16:30　頭の体操・唾液腺マッサージ

　手作業・お話 　15:30 　レクリエーション・グループ活動

　カナン出発

デイサービスセンターカナン　　生活相談員　市村・高橋（香）　

※「介護給付費」は原則１割の額ですが、一定以上

　の所得のある方は２割又は３割の額となります。

　 9:30

　10:00～

　昼食

　口腔ケア

　リハビリ体操・レクリエーション

　おやつ

　カナン到着

　体温・血圧測定

　入浴

　12:00

　13:00

　14:00

　15:00

　食事代（おやつ含む）１回

　おむつ代

　リハビリパンツ代

　パット代

　 8:30～ 　お宅にお迎え

実費（通所介護・介護予防通所介護共通）

加算

　入浴介助加算／１回

　科学的介護推進体制加算／１月

　サービス提供体制強化加算(Ⅰ)／１回

　若年性認知症利用者受入加算／１回

　介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)／１回

デイサービスセンターカナン　　ご利用案内

通常規模型通所介護（７時間以上８時間未満）

介護給付（１回当たり）

令和６年６月１日現在

介護予防通所介護相当サービス

介護予防給付（１回当たり）

　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

　要介護１

　要介護２

　要介護３

　要介護４

　要介護５

　若年性認知症利用者受入加算

加算（１ヶ月当たり）

　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　事業対象者・要支援１（月の利用３回まで）

　要支援２（月の利用７回まで）

介護予防給付（１ヵ月当たり）

　要支援２（月の利用８回以上）

　事業対象者・要支援１（月の利用４回以上）

　科学的介護推進体制加算


